
間接経費執行の事例研究間接経費執行の事例研究

Ａ大学では 科研費の採択者が年々増えてきた そのため科研費の執行Ａ大学では、科研費の採択者が年々増えてきた。そのため科研費の執行
管理の担当課で、データ管理をするための非常勤職員の雇用及び専用の
パソコンを配置するために使用した。

Ｂ大学では、事務局の財務会計システムの機能をより使いやすくするため
の仕様変更のために使用した。の仕様変更のために使用した。

Ｃ大学では、研究棟の一部が老朽化してきたため、補修整備を行い、研究
環境の向上を図るために使用した環境の向上を図るために使用した。

Ｄ大学では、科研費の交付を受けている研究者が所属する研究室内で共Ｄ大学では、科研費の交付を受けている研究者が所属する研究室内で共
有で使用するコピー機を設置するために使用した。

大学 は 科 費 応募 交付申請 時期 書類整理を行うため 短Ｅ大学では、科研費の応募、交付申請の時期に書類整理を行うための短
期派遣職員を受け入れるために使用した。
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科研費の年度間繰越
・科研費は、平成１５年度から 繰越明許費として登録されました。

＜平成１５年度 平成１７年度まで認められていた繰越事由＞＜平成１５年度～平成１７年度まで認められていた繰越事由＞

外的な要因（地震、機器の故障など）が発生し、やむを得ず翌年度に研究を実施せざるを得
ない場合

繰越実績： 平成１５年度
件

平成１６年度
１０件

平成１７年度
５５件

＜平成１８年度から認められるようになった繰越事由＞

H18 改正

２４件 １０件 ５５件

平成 年度 認 れる う な 繰越事由

外的な要因に限らず、予期し得なかった研究内容の進展・遅れにより、研究計画の変更が必
要になった場合

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度繰越実績：
６４１件 １，２９７件 １，３１２件

H21 手続き簡素化

繰越実績

平成２１年度

１ ９５３件

繰り越し申請に必要な提出書類は、１枚のみです。

１，９５３件

研究費の効果的・効率的使用のため繰越の適切な活用が重要
54

- 27 -



年度間繰越手続のスケジュール

【当該年度】
○６月中旬 交付決定
○随時～（３月） 繰越相談（研究者→機関担当者）
○随時 （３月） ※繰越事前相談（機関担当者 文科省）○随時～（３月） ※繰越事前相談（機関担当者→文科省）

※（任意）繰越要件に合致するか判断が困難な場合

【翌年】【翌年】
○３月１日 繰越申請〆切（研究機関→文科省）
○3月 繰越申請要求・承認（文科省 財務省）
○３月３１日 繰越承認通知

（文科省・ＪＳＰＳ→研究機関）
○4月以降 繰越分の返納 送金○4月以降 繰越分の返納・送金

（文科省・ＪＳＰＳ 研究機関）
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繰越の申請に必要な書類
 

 

 

 

参考【記入例】 

      ①キ  計画に関する諸条件 

繰越の申請に必要な書類

様 式 C-26 

繰 越 （ 翌 債 ） を 必 要 と す る 理 由 書 

機関番号： 11111 研究機関名： ○○大学 

課題番号： 221111111 繰越(翌債)承認要求額： 1 300 000 円 （内訳：直接経費 1 000 000 円 ・間接経費 300 000 円）

      （新たな知見の発見） 

課題番号： 221111111 繰越(翌債)承認要求額： 1,300,000  円  （内訳：直接経費 1,000,000 円  間接経費 300,000 円） 

研究課題名：○○の研究 

当初計画及び変更後の計画 当初の研究計画 

＜当初計画＞ ＜変更後の計画＞ （研究概要） ※2～3 行程度 

平成２２年１１月までに人工○○による○○の治療実験を終え、平成２３年３月ま

でに人工○○の○○免疫能を○○細胞活性によって最終評価する予定であっ

た。 

 

○ ○○の移転モデル構築 

（H22.4～H22.7） 

○ ○○の治療実験 

（H22.8～H22.11） 

○ ○○の移転モデル構築 

（H22.4～H22.7） 

○ ○○の治療実験 

（H22.8～H22.11） ①計画に関する諸条件

（新たな知見の発見） ⑥資材の入手難
 

 

○ ○○細胞活性の評価 

（H22.12～H23.3） 

○ 研究成果とりまとめ 

  （H23.3） 

○ ○○細胞と○○細胞活性の評価

（H22.12～H23.6） 

○ ○○細胞活性の評価 

（H23.7～H23.10） 

○ 研究成果とりまとめ

事   由 (注) 

（新たな知見の発見）
（研究協力者の確保難）
（研究協力機関の事情）
（装置の開発遅延）
（機器の故障）
（その他）

⑥資材の入手難
（マウス等実験動物の確保難）
（資材・試料・資料の入手難）

○ 研究成果とりまとめ 

（H23.10） 
記号等 ①キ 計画に関する諸条件 （新たな知見の発見） 

（①･ 及び⑥ウの場合は、具体的な内容を記載）  ※2～3 行程度 

平成２２年１１月、○○の実験過程において、○○細胞には○○の性質がある可

能性が判明したので、それを検証するために○○細胞活性の評価を行う必要が繰越事由の発生した時期 補助事業の完了時期 

 

 

 

生じた。 平成２２年１２月 平成２３年１０月３０日：７ヶ月延長 
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